
独 立 行 政 法 人 農 林 漁 業 信 用 基 金 の  

令 和 ４ 年 度 に 係 る 業 務 の 実 績 に 関 す る 評 価 書 （ 案 ）

財 務 省  

農 林 水 産 省

資料１



様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式  

 

１．評価対象に関する事項  

法人名  独立行政法人農林漁業信用基金  

評価対象事業年  

度  

年度評価  令和４年度（第４期）  

中期目標期間  平成３０～令和４年度  

 

２．評価の実施者に関する事項  

主務大臣  農林水産大臣  

 

 

法人所管部局  経営局                           担当課、責任者  金融調整課長 宮田 龍栄                      

評価点検部局  大臣官房  担当課、責任者  広報評価課長 神田 宜宏  

主務大臣  財務大臣（農業信用保険事業、林業信用保証事業及び漁業信用保険事業に関する評価を農林水産大臣と共管）  

 

 

法人所管部局  大臣官房  担当課、責任者  政策金融課長 芹生 太郎  

評価点検部局  大臣官房  担当課、責任者  文書課政策評価室長 阪井 聡至  

 

 

３．評価の実施に関する事項  

・７月２６日：年度実績に係る自己評価について理事長及び監事からのヒアリング  

・７月３１日：年度実績に係る自己評価及び大臣評価案について農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林漁業信用基金部会からの意見聴取  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項  

・該当なし  

 

 

 

 

 

 



 様式１－１－２ 農林漁業信用基金 年度評価 総合評定様式  

 

１．全体の評定   

評定  

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 

 Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる。  

 

 

    （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況  

平成 30 年度  令和元年度  ２年度  ３年度  ４年度  

      Ｂ        Ｂ        Ｂ       Ｂ      Ｂ 

評定に至った理由  

 

 項目別評定は３９項目のうち、S が１項目、Ａが１４項目、Ｂが１９項目、評価の対象外が５項目となっており、全体として中期目標における所期の目標を達成している。 

 また、全体の評定を引き下げる事象もなかったため、「独立行政法人農林漁業信用基金の業務の実績に関する評価の基準」に基づきＢとした。  

 

２．法人全体に対する評価  

法人全体の評価  

 

 

 農業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保険業務、農業保険関係業務、漁業災害補償関係業務の実施に当たり、理事長のリーダーシップの下、業務の進捗や予算

執行の把握に努め、業務運営の効率化を図りつつ適確に業務運営が遂行されており、特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、計画どおり順調に業務が実施されて

いると評価する。  

  

全体の評定を行う上で  

特に考慮すべき事項  

 

  特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。  

  

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など  

項目別評定で指摘した  

課題、改善事項  

 該当なし 

その他改善事項  

 

 該当なし  

 

主務大臣による改善命  

令を検討すべき事項  

 該当なし   

 

 

４．その他事項  

監事等からの意見  

 

 

特になし  

 

 

その他特記事項  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-1 Ｐ１ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A 第2-1 Ｐ68

Ｂ○ Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 第1-1-(1) Ｐ３ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A 第2-2 Ｐ70

Ｂ○ Ａ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 第1-1-(2) Ｐ６ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ A 第2-3 Ｐ72

Ｂ Ｂ Ａ Ａ A 第1-1-(3) Ｐ９ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A 第2-4 Ｐ77

Ｂ Ｂ Ａ Ａ A 第1-1-(4) Ｐ13 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-1-(5) Ｐ16 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第3-1 Ｐ79

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ B 第1-1-(6) Ｐ18 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第3-2 Ｐ82

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ A 第1-2 Ｐ21 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第3-3 Ｐ85

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-2-(1) Ｐ23 － － － － － 第3-4 Ｐ86

Ｂ○ Ｂ○重 Ｂ○重 Ａ○重 Ａ○重 第1-2-(2) Ｐ26 － － Ｂ Ｂ B 第3-5 Ｐ87

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ S 第1-2-(3) Ｐ28 － － Ｂ Ｂ － 第3-6 Ｐ88

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-2-(4) Ｐ33 － － － － － 第3-7 Ｐ90

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A 第1-2-(5) Ｐ35 － － － － － 第3-8 Ｐ91

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ A 第1-2-(6) Ｐ37 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ A 第1-2-(7) Ｐ39 － － － － － 第4-1 Ｐ92

Ｂ Ｂ Ａ Ｂ B 第1-3 Ｐ42 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第4-2 Ｐ93

Ｂ○ Ｂ○重 Ａ○重 Ｂ○重 Ｂ○重 第1-3-(1) Ｐ44 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第4-3 Ｐ96

Ｂ Ｂ Ａ Ａ A 第1-3-(2) Ｐ47 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ A 第4-4 Ｐ97

Ｂ Ｂ Ａ Ａ A 第1-3-(3) Ｐ50 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ A 第4-4-(1) Ｐ98

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-3-(4) Ｐ52 　 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第4-4-(2) Ｐ103

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-3-(5) Ｐ54

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-4 Ｐ57

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-4-(1) Ｐ59

Ｂ Ｂ Ｂ － B 第1-4-(2) Ｐ60

Ｂ Ｂ Ａ Ａ A 第1-5 Ｐ62

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第1-5-(1) Ｐ64

－ － Ａ Ａ A 第1-5-(2) Ｐ66

（注１）評価は、「第１-１-(３）保険事故率の低減に向けた取組」、「第１-２-(３）代位弁済率の低減に向けた取組」「第１-３-(２）保険事故率の低減に向けた取組」、「第２-１ 事業の効率化」及び「第２-２ 経費支出の抑制」を除き定性評価である。
        「第１-１-(３）保険事故率の低減に向けた取組」、「第１-２-(３）代位弁済率の低減に向けた取組」、「第１-３-(２）保険事故率の低減に向けた取組」、「第２-１ 事業の効率化」及び「第２-２ 経費支出の抑制」については、中期目標期間で
       達成の可否を判断する項目であるため、見込評価、期間実績評価及び５年目の年度評価では定量で評価し、それ以外の場合は定性評価とする。

（注２）重要度を｢高｣と設定している項目については、各評語の横に｢○｣を付し、重点化の対象とした項目については、各評語の横に「重」を付している。

（注３）第１の評定については、当該大項目を構成する５つの中項目のうち、２項目でＡ、３項目でＢとなり、重要度：高とした小項目を含む３つの中項目のうち、１項目でＡ、２項目でＢとなったため、Ｂとした。

　　　　（２項目×３点＋３項目×２点＋１項目✕３点＋２項目×２点）／（５項目×２点＋３項目×２点）＝118.75％

　　　　第２の評定については、当該大項目を構成する４つの中項目のうち、４項目でＡとなったため、Aとした。（４項目×３点）／（４項目×２点）＝150％
　　　　第３の評定については、当該大項目を構成する８つの中項目のうち、実績のない４項目を除き、４項目でＢとなったため、Ｂとした。（４項目×２点／（４項目×２点）＝100％
　　　　第４の評定については、当該大項目を構成する４つの中項目のうち実績のない１項目を除き、１項目でＡ、２項目でＢとなったため、Ｂとした。（１項目×３点＋２項目×２点）／（３項目×２点）＝116.7％
　　　　法人の総合評価については、大項目４つのうち、１項目でA、３項目でＢとなり、重要度：高とした小項目を含む１つの大項目がＢであったため、Ｂとした。（１項目×３点＋３項目×２点＋１項目×２点）／（４項目×２点＋１項目×２点）＝110％
　　　　※評価基準に基づき算定。

(1) 情報提供の充実及び利用者の意見の反映

(2) 共済団体等に対する貸付業務の適正な実施

５　漁業災害補償関係業務

(1) 情報提供の充実及び利用者の意見の反映

２．令和４事業年度収支計画及び実績

４　農業保険関係業務 ３．令和４事業年度資金計画及び実績 ４．令和４事業年度業務収支

(2) 共済団体に対する貸付業務の適正な実施

(4) 利用者のニーズの反映等 (2) 情報セキュリティ対策

(5) 事務処理の適正化及び迅速化 別
　
紙

１．令和４事業年度予算及び決算

(1) 適切な保険料率・貸付金利の設定【重要度：高】 ３　積立金の処分に関する事項

(2) 保険事故率の低減に向けた取組 ４　その他中期目標を達成するために必要な事項

(3) 求償権の管理・回収の取組 (1) ガバナンスの高度化

(6) 林業者等の将来性等を考慮した債務保証 第４　その他主務省令で定める業務運営に関する事項

(7) 事務処理の適正化及び迅速化 １　施設及び設備に関する計画

３　漁業信用保険業務
２　職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化
　に関する目標を含む。）

(3) 代位弁済率の低減に向けた取組 ６　不要財産の処分に関する計画

(4) 求償権の管理・回収の取組 ７　不要財産以外の重要な財産の譲渡等に関する計画

(5) 利用者のニーズの反映等 ８　剰余金の使途

２　林業信用保証業務 ３　決算情報・セグメント情報の開示

(1) 融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組 ４　長期借入金の条件

(2) 適切な保証料率の設定【重要度：高】 ５　短期借入金の限度額

(4) 求償権の管理・回収の取組
第３　財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき
　　措置

(5) 利用者のニーズの反映等 １　財務運営の適正化

(6) 事務処理の適正化及び迅速化
２　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資
　金計画

(2) 適切な保険料率・貸付金利の設定【重要度：高】 ３　調達方式の適正化

(3) 保険事故率の低減に向けた取組 ４　電子化の推進

(1) 融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組
　　【重要度：高】

２　経費支出の抑制（平成29年度対比20％以上の一般管
　理費の抑制）

第１　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
　　上に関する目標を達成するためとるべき措置

第２　業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべ
　　き措置

１　農業信用保険業務

年度評価　項目別評定総括表（主務大臣評価）　　　　　　　　　　　　

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別
調書No

備考 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別
調書No

備考

１　事業の効率化（平成29年度対比５％以上の事業費の
　削減）
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）   

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１ 農業信用保険業務 

 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

農業信用保険業務 

（１） 融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組 （第１―１―（１）参照） 

（２） 適切な保険料率・貸付金利の設定       （第１―１―（２）参照） 

（３） 保険事故率の低減に向けた取組        （第１―１―（３）参照） 

（４） 求償権の管理・回収の取組          （第１―１―（４）参照） 

（５） 利用者のニーズの反映等           （第１―１―（５）参照） 

（６） 事務処理の適正化及び迅速化         （第１―１―（６）参照） 

 

 平成 30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

予算額（千円） 27,216,555 25,905,763 26,421,390  26,252,062  26,371,908  

決算額（千円） 21,652,333 21,755,048 21,563,897  21,682,207  21,457,944  

経常費用（千円） 3,219,733 3,270,132 8,025,262 3,468,216  2,967,850  

経常収支（千円） 2,804,602 3,156,208 △3,080,202  1,613,911  1,779,199  

行政コスト（注）（千円） △2,764,435 3,270,175 8,026,770  3,468,216  2,967,993  

従事人員数（人） 

※期首の全体数 
※110 ※108  ※110 ※111  ※108  

（注）「行政コスト」欄について、平成 30 年度は「行政サービス実施コスト」である。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

第３ 国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する事項 

１ 農業信用保険業務 

（１） 融資機関等に対する普及推進・利

用促進の取組 

（第１―１―（１）参照） 

（２） 適切な保険料率・貸付金利の設定 

（第１―１―（２）参照） 

（３） 保険事故率の低減に向けた取組         

（第１―１―（３）参照） 

（４） 求償権の管理・回収の取組           

（第１―１―（４）参照） 

（５） 利用者のニーズの反映等            

（第１―１―（５）参照） 

（６） 事務処理の適正化及び迅速化          

（第１―１―（６）参照） 

 

第１―１―（１）～

（６）を参照。 

同左 

 

同左 

 

評定：Ａ 

３項目についてＡ、３項目につ

いてＢとしたことから、中項目

「１ 農業信用保険業務」につい

てはＡ評価とする。 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

６つの小項目のうち、２項目

でＡ、４項目でＢとなった。この

うち、重要度が高い業務とされ

た２項目（（1）融資機関等に対す

る普及推進・利用促進の取組、

（２）適切な保険料率・貸付金利

の設定）でＢとなり、｢独立行政

法人農林漁業信用基金の業務の

実績に関する評価の基準｣に基

づき評価を行った結果、中項目

「１ 農業信用保険業務」につ

いてはＢ評価とする。 

 

（２項目×３点＋４項目×２点

＋２項目×２点）／（６項目×２

点＋２項目×２点）＝112.5％ 

 

※算定にあたっては、評定毎の

点数を、Ｓ：４点、Ａ：３点、Ｂ：

２点、Ｃ：１点、Ｄ：０点とし、
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重要度が高い２項目（（１）融資

機関等に対する普及推進・利用

促進の取組、（２）適切な保険料

率・貸付金利の設定）について

は、ウエイトを２倍としている。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置）  

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(1) 農業信用保険業務－融資機関等に対する普及推進・利用促進の取組 

 

２．主要な経年データ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 

（参考） 

（平成 29 年度 

（2017 年度）） 

30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

銀行・信用金庫・信用組合

等と農業信用基金協会と

の保証契約締結機関数 

－ 
のべ 252 機関 

期中増 19 機関 

のべ 267 機関 

期中増 17 機関 

のべ 272 機関 

期中増７機関 

のべ 275 機関 

期中増５機関 

のべ 277 機関 

期中増５機関 

のべ 280 機関 

期中増３機関 
 

融資機関等関係機関に対

する普及推進・利用促進の

取組状況 

－        

 農業団体等関係機関と

の意見交換回数 
年３回以上 ７回 ７回 ３回 ５回 ６回 ７回  

銀行・信用金庫・信用組

合等との意見交換 
（参考情報欄 

に記載） 
16 回 30 回 14 回 ２回 ２回 １回 

Ｈ30～Ｒ元年度の指標：年 20 回以上、 

Ｒ２～４年度の指標：基金協会から要請 

のあったもの全て 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

第３ 国民に対して

提供するサービス

その他の業務の質

の向上に関する事

項 

 

１  農業信用保険業

務 

(1) 融資機関等に対

する普及推進・利用

促進の取組  

信用基金及び農

業信用基金協会の

信用補完機能の発

揮に向けて、農業信

用基金協会と一体

となって、融資機関

等関係機関への訪

問等により積極的

な情報交換を行い、

農業信用保証保険

第１ 国民に対して

提供するサービス

その他の業務の質

の向上に関する目

標を達成するため

とるべき措置 

１  農業信用保険業

務 

(1) 融資機関等に対

する普及推進・利用

促進の取組  

信用基金及び農

業信用基金協会の

信用補完機能の発

揮に向けて、農業信

用基金協会と一体

となって、融資機関

等関係機関への訪

問等により積極的

な情報交換を行い、

農業信用保証保険

（1）融資機関等に対

する普及推進・利

用促進の取組 

信用基金及び

農業信用基金協

会の信用補完機

能の発揮に向け

て、農業信用基金

協会と一体とな

って、融資機関等

関係機関への訪

問等により積極

的な情報交換を

行い、農業信用保

証保険制度の普

及推進及び利用

促進の取組を実

施し、農業者等が

融資機関からの

資金調達に際し

て本制度が幅広

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

○ 銀行・信用金庫・信用

組合等と農業信用基金

協会との保証契約締結

機関数 

○ 融資機関等関係機関

に対する普及推進・利用

促進の取組状況 

・ 農業団体等関係機関と

の意見交換回数：年３回

以上 

・ 銀行・信用金庫・信用

組合等との意見交換回

数：農業信用基金協会か

ら要請のあったもの全

てについて実施 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

○ 制度の普及推進・利用促進

のため、農業団体等関係機関

が主催するウェブ会議及び現

地会議に７回出席し、農業信

用保証保険制度の現状説明や

意見交換を行った。 

 

○ 各基金協会の融資機関等に

対する活動について、ウェブ

会議等、現地訪問以外の手法

も積極的かつ柔軟に活用し、

コロナ禍においても基金協会

と一体となって制度の普及推

進・利用促進が図られるよう

取り組み、１基金協会からの

要請を受け、当該基金協会が

主催した県下融資機関等を対

象とした現地会議に出席し、

制度説明を行った。 

 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

コロナ禍において、ウェブ会議

システムを活用するなどして基金

協会と一体となって制度の普及推

進・利用促進を図るため、基金協

会からの要請を受け、融資機関等

に対して制度の説明を行うととも

に、普及推進等の活動を促すため

の助成を行ったことから、Ｂとす

る。 

 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評価 B 

＜評定に至った理由＞ 

 中期目標及び中期計画に基づく

取組を適確に実施していること

から、「Ｂ」評価が妥当であ

る。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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制度の普及推進及

び利用促進の取組

を実施し、農業者等

が融資機関からの

資金調達に際して

本制度が幅広く利

用可能となるよう

環境の整備を推進

する。 

取組に際しては、

銀行、信用金庫、信

用組合等融資機関

に対し、積極的な働

きかけを実施し、銀

行、信用金庫、信用

組合等と農業信用

基金協会との保証

契約の拡大等が図

られるようにする。 

【指標】 

○ 銀行・信用金

庫・信用組合等と

農業信用基金協

会との保証契約

締結機関数（平成

28 年度末までの

実績：のべ 234 機

関） 

○ 融資機関等関

係機関に対する

普及推進・利用促

進の取組状況（意

見交換回数等） 

＜想定される外部要

因＞ 

・ 銀行・信用金庫・

信用組合等との

保証契約は、信用

基金が直接契約

を締結するもの

ではなく、農業信

用基金協会が締

結するものであ

ることや融資機

関の経営方針及

び農業融資への

制度の普及推進及

び利用促進の取組

を実施し、農業者等

が融資機関からの

資金調達に際して

本制度が幅広く利

用可能となるよう

環境の整備を推進

する。 

取組に際しては、

銀行、信用金庫、信

用組合等融資機関

に対し、積極的な働

きかけを実施し、銀

行、信用金庫、信用

組合等と農業信用

基金協会との保証

契約の拡大等が図

られるようにする。 

【指標】 

○ 銀行・信用金

庫・信用組合等と

農業信用基金協

会との保証契約

締結機関数 

○ 融資機関等関

係機関に対する

普及推進・利用促

進の取組状況 

・ 農業団体等関係

機関との意見交

換回数：年３回以

上 

・ 銀行・信用金庫・

信用組合等との

意見交換回数 

 

く利用可能とな

るよう環境の整

備を推進する。 

取組に際して

は、銀行、信用金

庫、信用組合等融

資機関に対し、積

極的な働きかけ

を実施し、銀行、

信用金庫、信用組

合等と農業信用

基金協会との保

証契約の拡大等

が図られるよう

にする。 

また、融資機関

等関係機関との

情報交換に当た

っては、ウェブ会

議等、現地訪問以

外の手法も柔軟

に活用し、制度の

普及推進等に向

け、相手先との関

係強化を図る。 

【指標】 

○ 銀行・信用金

庫・信用組合等と

農業信用基金協

会との保証契約

締結機関数 

 

○ 融資機関等関

係機関に対する

普及推進・利用促

進の取組状況 

・ 農業団体等関係

機関との意見交

換回数：年３回以

上 

・ 銀行・信用金庫・

信用組合等との

意見交換回数：農

業信用基金協会

から要請のあっ

たもの全てにつ

農業信用保証保険制度の

普及推進及び利用促進の

取組を実施し、農業者等が

融資機関からの資金調達

に際して本制度が幅広く

利用可能となるよう環境

の整備を推進しているか 

○ 上記の取組に加え、基金協

会の創意工夫による普及推進

活動を促進するため、各基金

協会に対して助成を行った。  

 

○ 保証契約の締結状況につい

ては、４年度には、２基金協会

において、新たに３融資機関と

保証契約を締結したところ。

（令和４年度末時点でのべ

280 融資機関と契約。） 
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取組方針によっ

ては契約に至ら

ない融資機関も

存在することか

ら、評価において

考慮するものと

する。 

【重要度：高】 

・ 法人経営体の増

加や他産業から

の参入などによ

り、農業者等の資

金調達について、

多様な融資機関

が利用されるよ

うになっている

ことから、農業者

等が選択した融

資機関の業態に

関わらず同等・同

質の保証を円滑

かつ適切に提供

することが必要

となっている。信

用基金・農業信用

基金協会がそれ

ぞれの役割を踏

まえつつ、農業信

用保証保険制度

の保険業務を行

う全国組織であ

る信用基金が、農

業信用基金協会

と一体となって、

銀行、信用金庫、

信用組合等に対

する農業信用保

証保険制度の普

及推進・利用促進

の取組を行い、上

記の保証契約の

拡大等を図るこ

とが重要である

ため。 

 

いて実施 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(2) 農業信用保険業務－適切な保険料率・貸付金利の設定 

 

２．主な経年データ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 

（参考） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情

報 

主な資金の保険料率（保証保険）        

特定

資金 

農業経営改善資金 － 
年 0.06％又は 

年 0.18％ 

年 0.06％又は 

年 0.18％ 

年 0.06％又は 

年 0.18％ 

年 0.06％、 

年 0.13％又は 

年 0.18％ 

年 0.06％、 

年 0.13％又は 

年 0.18％ 

年 0.06％、 

年 0.13％又は 

年 0.18％ 

 

農業経営維持資金 － 
年 0.18％又は 

年 0.34％ 

年 0.18％又は 

年 0.34％ 

年 0.18％又は 

年 0.34％ 
年 0.34％ 年 0.34％ 年 0.34％ 

 

農業施設資金 － 
年 0.16％又は 

年 0.28％ 

年 0.16％又は 

年 0.28％ 

年 0.16％又は 

年 0.22％ 
年 0.18％ 年 0.18％ 年 0.18％ 

 

農業運転資金 － 
年 0.14％又は 

年 0.26％ 

年 0.14％又は 

年 0.26％ 

年 0.14％又は 

年 0.26％ 

年 0.18％又は 

年 0.23％ 

年 0.18％又は 

年 0.23％ 

年 0.18％又は 

年 0.23％ 

 

農家経済安定施設資金 － 年 0.11％ 年 0.11％ 年 0.09％ 年 0.09％ 年 0.09％ 年 0.09％   

農家生活改善資金 － 年 0.26％ 年 0.26％ 年 0.21％ 年 0.21％ 年 0.21％ 年 0.21％  

（注）上記のほかに、農業経営改善資金、農業経営維持資金、農業施設資金及び農業運転資金について災害特例保険料率を設けている。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

(2) 適切な保険料率・貸付

金利の設定  

ア 保険料率について

は、適正な業務運営を

行うことを前提とし

て、農業の特性を踏ま

えつつ、リスクを勘案

した適切な水準に設

定する。 

その際、収支均衡に

向けて、業務収支の状

況や保険事故の発生

状況の実態等を踏ま

え、毎年度、料率算定

委員会において保険

料率水準の点検を実

施し、必要に応じて、

保険料率の見直しを

行う。 

(2) 適切な保険料率・

貸付金利の設定  

ア 保険料率につ

いては、適正な業

務運営を行うこ

とを前提として、

農業の特性を踏

まえつつ、リスク

を勘案した適切

な水準に設定す

る。 

その際、収支均

衡に向けて、業務

収支の状況や保

険事故の発生状

況の実態等を踏

まえ、毎年度、料

率算定委員会に

おいて保険料率

(2) 適切な保険料率・

貸付金利の設定  

ア 保険料率につ

いては、適正な業

務運営を行うこ

とを前提として、

農業の特性を踏

まえつつ、リスク

を勘案した適切

な水準に設定す

る。 

その際、収支均

衡に向けて、業務

収支の状況や保

険事故の発生状

況の実態等を踏

まえ、料率算定委

員会において保

険料率水準の点

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

業務収支の状況や保

険事故の発生状況の

実態等を踏まえ、料

率の点検は行われて

いるか 

信用リスク評価の精

緻化による保証・保

険料率の導入に向け

た取組は行われてい

るか 

基金協会に対する貸

付金利は、適切な水

＜主要な業務実績＞ 

ア 適切な水準の保険料率の設定 

 ○ 下記のとおり、業務収支の状況や保険事故の発生状況の

実態を踏まえ料率算定委員会等における点検等を行い、リ

スクを勘案した適切な水準の保険料率を設定した。 

ⅰ) 令和４年 12 月に料率算定委員会を開催し、 

・ 例年実施することとされている保険料率の点検につい

ては、資金全体の現行保険料率と、収支均衡が見通され

る理論値がほぼ一致していることから、現行保険料率で

据え置くことが適当としたが、毎年度の理論値を踏まえ

た保険料率見直しにとどまらず、保険料率体系全般を見

直すことが必要と整理した。 

・ 今後の課題として整理した事項 

主務省から４年８月に示された「独立行政法人農林漁

業信用基金の業務・組織全般の見直し」の内容が次期中

期目標に盛り込まれるものと想定し、保険料率体系全体

の見直しとなることから、基金協会の理解を得るだけで

なく、主務省との十分な協議が必要となり、また、経過

措置期間が必要となる可能性があることも想定し、早期

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

保険料率算

定委員会等に

おいて、保険料

率が適当か点

検等を行った。

また、令和２年

度から導入し

た信用リスク

に応じた保証・

保険料率につ

いて、令和４年

度に引き受け

た全ての案件

に適用した。 

これらに加

え、次期中期目

標期間で資金

評価 B 

＜評定に至った理由

＞ 

 中期目標及び中期計

画に基づく取組を適

確に実施しているこ

とから、「Ｂ」評価

が妥当である。 

 

＜指摘事項、業務運

営上の課題及び改善

方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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＜目標水準の考え方＞ 

・ 保険料率について

は、収支相等の原則

に基づいて設定する

ことを基本として、

保険料率水準の点検

を毎年度実施すると

ともに、必要に応じ

て見直すことが適

当。 

【重要度：高】  

・ 保険料は、保険事業

を継続的・安定的に実

施するための不可欠

の要素であり、業務収

支の均衡に向けてそ

の水準について不断

の見直しを行うこと

が重要であるため。 

イ 信用リスクに応じ

た保証・保険料率につ

いて、農業の事業の特

性を踏まえつつ、借入

者の信用リスク評価

の精緻化（デフォルト

率の算定）による保

証・保険料率の導入に

向けて検討を進める。 

検討に当たっては、

蓄積した借入者の与

信データを分析して、

農業信用基金協会と

連携を図りつつ、中期

目標期間の最終年度

までに、システム構築

を計画的に行う。 

＜目標水準の考え方＞ 

・ デフォルト率の算

定に当たっては、一定

のデータ（財務デー

タ、デフォルトデータ

等）の蓄積が必要であ

り、取組を開始した平

成 27 年度から蓄積さ

れたデータを基に、計

画的なシステム構築

水準の点検を実

施し、必要に応じ

て、保険料率の見

直しを行う。 

イ 信用リスクに

応じた保証・保険

料率について、農

業の事業の特性

を踏まえつつ、借

入者の信用リス

ク評価の精緻化

（デフォルト率

の算定）による保

証・保険料率の導

入に向けて検討

を進める。 

検討に当たっ

ては、取組を開始

した平成 27 年度

から蓄積された

借入者の与信デ

ータを分析して、

農業信用基金協

会等と連携を図

りつつ、中期目標

期間の最終年度

までに、システム

構築を計画的に

行う。 

ウ 農業信用基金

協会に対する貸

付金利について

は、貸付目的、市

中金利等を考慮

した適切な水準

に設定する。 

検を実施し、必要

に応じて、保険料

率の見直しを行

う。 

イ 信用リスクに

応じた保証・保険

料率について、農

業近代化資金、日

本政策金融公庫

資金及び沖縄振

興開発金融公庫

資金（青年等就農

資金及び農業改

良資金を除く。）

並びに農業経営

改善促進資金に

ついて、借入者の

デフォルト率に

基づく保証・保険

料率の円滑な適

用に努める。 

ウ 農業信用基金

協会に対する貸

付金利について

は、貸付目的、市

中金利等を考慮

した適切な水準

に設定する。 

準に設定されている

か 

 

に検討が開始できるよう、その検討を行うに当たって議

論の素材となる論点を整理する必要があると考え、令和

４年度中に論点を整理した。 

 

具体的には、従来の保険料率体系の分析を行った結

果、資金全体での収支は取れているものの、「生活資金

（農外事業資金を含む）、農業資金を合わせた資金全体で

収支均衡を図っており、資金間の収支バランスが崩れて

いる」ことなど、課題があることを認識した。 

洗い出された従来の保険料率体系の課題に対し、早期

に検討が進められるよう、①考えられるより望ましい保

険料率体系の方向性及び②検討に当たって留意すべきと

考えられる点を整理した。 

・ 銀行等案件の事故率に係る検証 

４年度に事故率データの分析、検証を行うとともに、

基金協会（６協会）にヒアリングを行った。 

今後は銀行等案件について保険事故率の低減を図るた

めに有益な取組を基金協会に情報提供を行っていくこと

が必要。 

・ 災害特例保険料率に係る検証 

    災害特例保険料率については、第４期中期目標期間に

各基金協会に浸透してきたものと考えられるが、基金協

会の活用状況のバラつき等の課題を踏まえ、次期中期目

標期間において、より適確な運用となるよう制度を改

善。 

 

ⅱ) 上記の料率算定委員会の結果については、令和５年２月

に開催した農業信用保険業務運営委員会において説明・意

見交換を行い、賛意が得られた。 

その内容は信用基金ウェブサイトで公表している。 

https://www.jaffic.go.jp/whats_kikin/unei/uneiiinkai-

nou.html 

 

イ 信用リスクに応じた保証・保険料率 

○ 令和２年度から導入した借入者のデフォルト率に基づく

信用リスクに応じた保険料率については、令和４年度に引

き受けた農業近代化資金等３資金※の全案件に適用した。 

※ 農業近代化資金、日本政策金融公庫資金及び沖縄振

興開発金融公庫資金（農業改良資金及び青年等就農資

金を除く）並びに農業経営改善促進資金の３資金。 

 

ウ 適切な水準の貸付金利の設定 

日本銀行が公表する「預金種類別店頭表示金利の平均年利

率等」における預入期間ごとの利率に２分の１を乗じて得た

利率を、引き続き適用した。 

 

の収支状況、資

金間の収支バ

ランスを踏ま

えたより望ま

しい保険料率

体系を導入す

ることとし、そ

の体系の導入

に向けた検討

課題について、

同委員会にお

いて論点整理

を行い、基金協

会と情報を共

有した。 

このように

将来的に継続

的安定的な制

度運営が可能

となる財務基

盤の確立に向

けた道筋をつ

けたことから、

Ａとする。 

 

＜課題と対応

＞ 

－ 
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及び精緻化モデルの

試行期間を踏まえる

と、最終年度までの導

入が適当。 

＜想定される外部要因＞ 

・ 借入者のデフォル

トは、経済情勢、国際

環境の変化、災害の発

生、法令の変更等の影

響を受けるものであ

るため、借入者の信用

リスク評価の精緻化

を行うために必要な

デフォルトデータの

蓄積が進まないこと

も想定されるため、評

価において考慮する

ものとする。 

【重要度：高】  

・ 信用リスク評価の

精緻化による保証・保

険料率の設定の取組

は、農業者等の経営努

力を保証・保険料に反

映するためのもので

あり、農業者等の自主

性と創意工夫を活か

した経営改善の取組

を支援する重要なも

のであるため。 

ウ 農業信用基金協会

に対する貸付金利に

ついては、貸付目的、

市中金利等を考慮し

た適切な水準に設定

する。 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(3) 農業信用保険業務－保険事故率の低減に向けた取組 

 

２．主な経年データ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 

（参考） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

今期保険引受累計額① 

（百万円） 
－ 1,755,368 402,440 820,102 1,212,829 1,593,063 1,974,054 

 

今期保険金支払額 ② 

（今期引き受けた案件の

み）（百万円） 

－ 668 3 60 289 594 1,266 

 

保険事故率（②÷（①×

保険てん補率）） 

中期目標期間中

の保険事故率：

0.15％以下 

0.05％ 0.00％ 0.01％ 0.03％ 0.05％ 0.09％ 

 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

(3) 保険事故率

の低減に向け

た取組 

中期目標期

間中に保険契

約を締結した

案件の保険事

故率が抑制さ

れるよう、以下

の取組を行う。 

ア  農業信用

基金協会に

おいて適正

な引受審査

や代位弁済

が行われる

よう、農業信

用基金協会

の保証要綱

等の制定・改

正に伴う協

議並びに大

口保険引受

案件及び大

(3) 保険事故率

の低減に向け

た取組 

中期目標期

間中に保険契

約を締結した

案件の保険事

故率が抑制さ

れるよう、以下

の取組を行う。 

ア  農業信用

基金協会に

おいて適正

な引受審査

や代位弁済

が行われる

よう、農業信

用基金協会

の保証要綱

等の制定・改

正に伴う協

議並びに大

口保険引受

案件及び大

(3) 保険事故率

の低減に向け

た取組 

中期目標期

間中に保険契

約を締結した

案件の保険事

故率が抑制さ

れるよう、以下

の取組を行う。 

ア  農業信用

基金協会に

おいて適正

な引受審査

や代位弁済

が行われる

よう、農業信

用基金協会

の保証要綱

等の制定・改

正に伴う協

議並びに大

口保険引受

案件及び大

＜主な定量的指標＞ 

○ 中期目標期間中

の 保 険 事 故 率 ：

0.15％以下 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

保険事故率の低減に

向けて、基金協会との

協議、融資機関との適

切なリスク分担、期中

管理等の取組は行わ

れているか 

＜主要な業務実績＞ 

○ 平成 30年度から令和４年度までの５年間の事故率は 0.09％

であり、定量的指標（0.15％以下）を達成した。 

 

ア 適正な引受・支払審査に向けた協議の実施等 

○ 農業者の経営構造が変化し、農業者数の大幅な減少によ

り、小規模農業者からの引受が減る一方で、大規模化した

農業者からの高額引受案件が増加し、結果として、保険と

してのリスク分散が、以前より難しくなってきていること

等を踏まえ、保険事故率低減に向けた方策の拡充として、

信用基金が主体的に取り組むことができる手段であり、保

険事故の発生の抑制に一定の効果を発揮している基金協会

との大口保険引受の事前協議について、その審査に当たっ

て適用するものとして「大口保険保証事前協議における引

受条件等内部基準」（以下「ガイドライン」という。）を農

業構造の変化、経営・財務状況に着目した審査を充実させ

て設定し、令和４年４月１日からの大口保険引受の事前協

議に適用した。（農業資金の事前協議 116 件について適

用。） 

大口保険保証の事前協議案件審査に当たっては、令和４

年３月に農業者の経営・財務状況に着目した審査（稟議）

の着眼点について整理した「大口保険保証の事前協議に係

る審査マニュアル」を活用して取り組んだ｡ 

＜自己評価＞ 

評定：Ａ 

中期目標期間中の保険事

故率は、令和４年度末で

0.09％であり、定量的指標

（0.15％以下）の達成度合

が 120％以上となった。 

保険事故率が抑制される

よう、基金協会との事前協

議等を確実に実施したほ

か、部分保証等の効果検証

や、要管理先案件等につい

て基金協会等と連携して状

況把握を行った。 

これらに加えて、保険事

故率低減に向けた方策の拡

充として、信用基金が主体

的に取り組むことができる

手段であり、保険事故の発

生の抑制に一定の効果を発

揮している大口保険保証引

受事前協議について、令和

４年４月に設定した引受条

評価 A 

＜評定に至った理由＞ 

中期目標及び中期計

画に基づく取組を適確

に実施することはもと

より、保険事故率の低

減に資する取組とし

て、法人が独自に、①

これまでの事故事例を

分析し、引受段階から

期中管理段階までの教

訓を整理したカルテを

作成して基金協会へ共

有するとともに、②各

基金協会が行う期中管

理活動等への助成事業

（例えば、基金協会

が、延滞中の借入者や

償還条件変更等に係る

融資機関との協議の際

に助成）を実施した。 

こうした取組等によ

り、保険事故率の目標

値の達成度合が 120％
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口保険金請

求案件の事

前協議を全

件について

確実に実施

する。 

イ  融資機関

との適切な

リスク分担

を図るとの

観点から、農

業者等の負

担や国庫負

担の増加を

避けること

に留意しつ

つ、現在実施

している部

分保証やペ

ナルティー

方式（代位弁

済時等に一

定額を融資

機関が負担

する方式）等

の方策につ

いて導入効

果を毎年度

検証すると

ともに、必要

に応じて方

策を拡充す

る。 

ウ  農業信用

基金協会及

び融資機関

と連携を強

化し、大口保

険引受先を

中心に現地

協議の実施

や期中管理

を通じて、必

要に応じ農

業信用基金

協会が行う

口保険金請

求案件の事

前協議を全

件について

確実に実施

する。 

イ  融資機関

との適切な

リスク分担

を図るとの

観点から、農

業者等の負

担や国庫負

担の増加を

避けること

に留意しつ

つ、現在実施

している部

分保証やペ

ナルティー

方式（代位弁

済時等に一

定額を融資

機関が負担

する方式）等

の方策につ

いて導入効

果を毎年度

検証すると

ともに、農業

信用基金協

会との意見

交換等を行

うなど連携

を深めつつ、

必要に応じ

て方策を拡

充する。 

ウ  農業信用

基金協会及

び融資機関

と連携を強

化し、大口保

険引受先を

中心に現地

協議の実施

口保険金請

求案件の事

前協議を全

件について

確実に実施

する。 

イ  融資機関

との適切な

リスク分担

を図るとの

観点から、農

業者等の負

担や国庫負

担の増加を

避けること

に留意しつ

つ、現在実施

している部

分保証やペ

ナルティー

方式（代位弁

済時等に一

定額を融資

機関が負担

する方式）等

の方策につ

いて導入効

果を検証す

るとともに、

農業信用基

金協会との

意見交換等

を行うなど

連携を深め

つつ、必要に

応じて方策

を拡充する。 

 

ウ  農業信用

基金協会及

び融資機関

と連携を強

化し、大口保

険引受先を

中心に現地

協議の実施

また、令和４年度においては、勉強会を４基金協会と実

施し、信用基金の審査の着眼点を紹介することにより基金

協会と認識を共有するとともに、今後の事前協議の際に信

用基金の審査に必要な情報を予め基金協会の保証引受審査

の段階で整理いただくよう依頼した。 

・ 保証要綱等の制定・改定に伴う協議 64 件（令和３年度

56 件） 

・ 大口保険引受案件の事前協議 142 件の全件（令和３年

度 141 件） 

・ 大口保険金請求案件の事前協議３件の全件（令和３年

度５件） 

 

○ 基金協会の保証審査能力の向上に資するため、令和４年

９月に基金協会向けの研修会をウェブにより開催した。 

 

○ 基金協会との保証要綱等の協議について、保証要綱等の

制定・改正の内容が、全国統一の融資要項と同一（同等、

条件強化）の場合等における信用基金への「通知」は、基

金協会の事務負担を軽減するため不要とし、代替措置とし

て、保険事故発生通知時に、一定の規模以上の案件につい

て、県版の融資要項の範囲内となっているかどうかを確認

するよう、農業保証保険取扱要領の変更を令和５年３月に

行い令和５年４月からの協議に適用した。 

この見直しにより、基金協会の事務負担の軽減を図り、

保証引受審査についてメリハリをつけて、厳格な審査が必

要な案件に集中しつつ、迅速化を図り、保険事故率が抑制

されるよう措置した。 

 

イ 融資機関との適切なリスク分担等 

○ 令和４年 12 月に業務運営の検証委員会を開催し、現在実

施している部分保証やペナルティー方式等の方策について

導入効果の検証等を行った。その結果は以下のとおり。 

・ 部分保証やペナルティー方式については、一定の効果

は認められるものの、 

① 部分保証については、対象資金が主に負債整理資金

に限られている、 

② ペナルティー方式については、融資機関の負担がわ

ずかで有効性は限定的で、融資機関から「使い勝手が

悪い」という意見がある 

など、様々な課題もあり、これを基金協会が個別に克服

するのは困難なため、上記アのとおり大口保険引受案件

の事前協議を行った。 

・ 主務省から信用基金に対し、利用者の利便性の向上と

信用基金の事務処理の透明性を確保するため、標準処理

期間の精査及び設定を検討するよう指示。第４期中期目

件等内部基準を適確に運用

する取組が実施された。 

また、引受段階から期中

管理の段階まで今後の教訓

を整理したカルテを作成

し、ウェブ勉強会において

事故事例の分析や留意点等

の共有を行ったほか、助成

事業を活用して、基金協会

において、保険事故率低減

に繋がる取組強化が行われ

た。 

以上のことから、Ａとす

る。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

以上となったことか

ら、「Ａ」評価が妥当

である。 

 今後も、保険事故率

の低減に向け、可能か

つ必要な範囲内でこれ

らの法人独自の取組の

継続が期待される。 

 

＜指摘事項、業務運営

上の課題及び改善方策

＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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期中管理の

改善を求め

るなど、保険

事故の未然

防止に努め

る。 

【指標】 

○  中期目標

期間中の保

険事故率（直

近５年の平

均 実 績 ：

0.15％） 

＜想定される外

部要因＞ 

・ 保険事故に

ついては、経

済情勢、国際

環境の変化、

災害の発生、

法令の変更

等の影響を

受けるもの

であるため、

評価におい

て考慮する

ものとする。 

 

や期中管理

を通じて、必

要に応じ農

業信用基金

協会等が行

う期中管理

の改善を求

めるなど、保

険事故の未

然防止に努

める。 

【指標】 

○  中期目標

期間中の保

険事故率：

0.15％以下 

 

や要管理先

以下に分類

された案件

の期中管理

報告を受け

ることによ

り状況を把

握し、必要に

応じて経営

改善計画の

進捗管理の

徹底及び見

直し等、農業

信用基金協

会等が行う

期中管理の

改善を求め

るとともに、

期中管理要

領等の見直

しが必要と

認められる

ときは、その

旨通知する

ことにより

保険事故の

未然防止に

努める。 

また、農業

信用基金協

会及び融資

機関との協

議等に当た

っては、ウェ

ブ会議等、現

地訪問以外

の手法も柔

軟に活用し、

保険事故の

未然防止に

向け、連携強

化を図る。 

【指標】 

○ 中期目標

期間中の保

険事故率：

標期間の事務処理を精査した上で、第５期中期目標期間

については、 

① 大口保険引受の事前協議については、標準処理期間

を新たに設定 

② 保険金支払審査、保険通知等の従来から標準処理期

間が定められている事務については、引き続き同様に

標準処理期間として設定 

するとの方向で検討。 

・ 令和４年度から、信用基金として開始した要管理特定

事前協議被保証者の期中管理方針の報告書について、期

中管理を強化する取組を検証。要管理特定事前協議被保

証者のうち要管理先以下とされた者を対象に、各基金協

会に行ってもらった格付区分の９割以上は適当な格付区

分となっていた。 

 

○ 上記の業務運営の検証委員会の結果については、令和５

年２月に開催した農業信用保険業務運営委員会において説

明・意見交換を行い、賛意が得られた。 

その内容は信用基金ウェブサイトで公表している。 

https://www.jaffic.go.jp/whats_kikin/unei/uneiiinkai-

nou.html 

 

○ 部分保証の引受実績は、134 件（令和３年度 127 件）。 

 

ウ 大口保険引受先を中心とした期中管理報告や現地協議の実

施 

 ○ 要管理特定事前協議被保証者の期中管理について、適確

な期中管理の実施により保険事故率の低減に努めるため、

新たに信用基金が定めた統一的な判断基準に基づく「格付

区分」とその対応策を基金協会に求めることとし、令和４

年６月に定め実施した。令和４年８月末までに、保証保険

については、23 基金協会から、要管理特定事前協議被保証

者 61 者の財務状況等を踏まえた期中管理方針の報告を受

け、また、融資保険については、６融資機関から、全貸付

先 14 者の直近の財務状況等の報告を受け、その保険引受全

案件について状況検証と格付を行い、格付区分に応じた対

応を求めた。 

 

○ ウェブ会議等を実施した６基金協会において、要管理特

定事前協議被保証者のうち経営不振に陥っている先の現況

や基金協会の対応状況を確認した。 

 

◇ 上記ア～ウの取組に加え、保険事故率の低減に向けた取組

として、最近の大口保険事故事例を中心に、 

１．保証（保険）事故までの経緯 

２．保証（保険）引受けに問題はなかったか 

https://www.jaffic.go.jp/whats_kikin/unei/uneiiinkai-nou.html
https://www.jaffic.go.jp/whats_kikin/unei/uneiiinkai-nou.html
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0.15％以下 

 

３．事故の予兆はなかったか 

４．予兆に対して適切な措置は取られたか 

等について、引受段階から期中管理の段階まで今後の教訓を

整理したカルテを作成し、信用基金ホームページ内の会員専

用ページにて情報提供を行っている。 

また、令和４年度にはこのカルテを活用したウェブ勉強会

を計４回、５基金協会と開催し、引受審査時や期中管理にお

いて注意すべきポイント等について意見交換を行った。 

 

◇ また、令和２年度から実施した助成事業を活用して、基金

協会において、 

 ①個人信用情報機関への照会等の信用調査（31 協会） 

 ②融資機関同行巡回（25 協会） 

 ③早期延滞解消等のための３者協議（36 協会） 

 などの保険事故率低減に繋がる取組強化が行われた。 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(4) 農業信用保険業務－求償権の管理・回収の取組 

 

２．主な経年データ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 

（参考） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

回収金収入実績（百万円） － 2,722 2,395 2,681 1,911 2,097 1,863  

回収向上に向けた取組の実施状況        

 回収実績の進捗管理実

施回数 
年８回以上 ８回 10 回 ９回 ８回 ８回 12 回  

現地協議の実施先数 年８先以上 ７回 ８回 ８回 ６回 14 回 11 回  

会議・研修の開催回数 年１回以上 １回 １回 １回 ０回 ０回 １回  

農業信用基金協会が行

う管理・回収のための

会議への出席回数 

年３回以上 ３回 ３回 ３回 ０回 ０回 ７回  

大口求償債務者の現況

調査の実施回数 
年１回以上 １回 1 回 1 回 1 回 １回 １回  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

(4) 求償権の管理・回

収の取組 

農業信用基金協

会の求償権の行使

による回収につい

ては、回収実績の進

捗管理や農業信用

基金協会との現地

協議の実施等、回収

向上に向けた取組

を着実に行う。 

【指標】 

○ 回収向上に向

けた取組の実施

状況（回収実績の

進捗管理状況、現

地協議実施状況、

会議・研修等開催

状況等） 

 

(4) 求償権の管理・回

収の取組 

農業信用基金協

会の求償権の行使

による回収につい

ては、回収実績の進

捗管理や農業信用

基金協会との現地

協議の実施等、回収

向上に向けた取組

を着実に行う。 

【指標】 

○ 回収向上に向

けた取組の実施

状況 

・ 回収実績の進捗

管理実施回数：年

８回以上 

・ 現地協議の実施

先数：年８先以上 

・ 会議・研修の開

(4) 求償権の管理・回

収の取組 

農業信用基金協

会の求償権の行使

による回収につい

ては、回収実績の進

捗管理や農業信用

基金協会との現地

協議の実施等、回収

向上に向けた取組

を着実に行う。 

また、農業信用基

金協会との協議等

に当たっては、ウェ

ブ会議等、現地訪問

以外の手法も柔軟

に活用し、求償権の

回収向上に向け、連

携強化を図る。 

【指標】 

○ 回収向上に向

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

○ 回収向上に向けた取

組の実施状況 

・ 回収実績の進捗管理実

施回数：年８回以上 

・ 現地協議の実施先数：

年８先以上 

・ 会議・研修の開催回数：

年１回以上 

・ 農業信用基金協会が行

う管理・回収のための会

議への出席回数：年３回

以上 

・ 大口求償債務者の現況

調査の実施回数：年１回

以上 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

〇 大口求償債務者や固定化し

ている求償権の回収見込額・回

収原資の状況及び回収方針に

ついて、コロナ禍を踏まえ、６

基金協会とウェブ会議により

協議を実施した。 

  また、カルテを活用したウェ

ブ勉強会を行った５基金協会

に対しても、あわせて求償権の

回収向上について協議を実施

した。 

 

〇 毎月の回収納付実績を集計

し、回収納付額が２百万円以上

の案件を対象に回収方法及び

今後の方針を聴取し、求償権の

回収努力・促進を依頼した。 

 

〇 令和４年度の各基金協会の

回収納付事業計画額と納付実

評定：Ａ 

コロナ禍の中で所期の目的が

達成されるよう努力し、回収実

績の進捗管理や基金協会との協

議を着実に実施した。 

これらに加えて、回収に向け

た法的措置の実施等の取組が基

金協会において強化されるよ

う、基金協会に対する助成事業

を活用して、求償権の管理・回

収の効率化を図った。 

以上のことから、Ａとする。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評価 A 

＜評定に至った理由＞ 

中期目標及び中期計画に基づ

く取組を適確に実施することは

もとより、求償権の管理・回収

に資する取組として、法人が独

自に、各基金協会が行う求償活

動への助成事業（例えば、基金

協会が、サービサーへの回収委

託や弁護士への依頼を実施する

際に助成）を実施したことか

ら、「Ａ」評価が妥当である。 

 今後も、求償権の管理・回収

の促進に向け、可能かつ必要な

範囲内で当該法人独自の取組の

継続が期待される。  

 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

－ 
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催回数：年１回以

上 

・ 農業信用基金協

会が行う管理・回

収のための会議

への出席回数：年

３回以上 

・ 大口求償債務者

の現況調査の実

施回数：年１回以

上 

 

けた取組の実施

状況 

・ 回収実績の進捗

管理実施回数：年

８回以上 

・ 現地協議の実施

先数：年８先以上 

・ 会議・研修の開

催回数：年１回以

上 

・ 農業信用基金協

会が行う管理・回

収のための会議

への出席回数：年

３回以上 

・ 大口求償債務者

の現況調査の実

施回数：年１回以

上 

 

求償権の回収向上に向け

て、回収実績の進捗管理、

基金協会との現地協議等

の取組は行われているか 

 

績額との対比を行い、事業計画

額が５千万円以上の基金協会

を中心にウェブ会議等を利用

して進捗管理を行った。 

 

〇 求償権の回収向上に資する

ため、基金協会向けの研修会を

予定していたが、コロナ禍で開

催を中止し、ウェブによる事務

手続に関する説明会を実施し

た。 

 

○ 基金協会が地区ごとに開催

する管理・回収会議に出席し、

求償権の回収努力・促進を依頼

する予定であったが、コロナ禍

で開催の見送りや中止が多く

１回に留まったため、代替措置

として一部の基金協会から「大

口求償債務者の現況及び今後

の回収方針等の報告書」の提出

を受け、大口求償債務者の現況

等を把握し、回収見込のある案

件について、６基金協会とのウ

ェブによる協議等を通じて、求

償権の回収努力・促進を依頼し

た。 

 

◇ 上記の取組に加え、令和２年

度から実施した助成事業を活

用して、 

①強制執行（競売、債権差押

等）、支払督促等の法的措置

の実施（39 協会） 

②サービサー回収委託（30 協

会） 

③弁護士への依頼（31 協会） 

④コンビニ収納代行サービス

（17 協会） 

⑤回収専門員の設置（４協会） 

など、各基金協会の求償権管

理・回収の取組強化が行われ

た。 

特にサービサー回収委託に

ついては、当初は 21 基金協会

のみの取組であったが、助成事

＜その他事項＞ 

－ 
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業の実施により回収困難な求

償権に対しては積極的に外部

委託を活用して回収を図る取

組が基金協会に浸透し、見直し

実施後３年目となる令和４年

度には 30 基金協会にまで増加

しており、助成事業を継続して

実施することによる求償権回

収の取組強化の効果が発揮さ

れた。 
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年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(5) 農業信用保険業務－利用者のニーズの反映等 

 

２．主な経年データ 

主要なアウトプット（アウトカム）情報 

指標等 達成目標 

（参考） 

平成 29 年度 

（2017 年度） 

30 年度 

（2018 年度） 

令和元年度 

（2019 年度） 

２年度 

（2020 年度） 

３年度 

（2021 年度） 

４年度 

（2022 年度） 

（参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

利用者へのアンケート調

査による意見募集回数 
年２回以上 ２回 ２回 ２回 ５回 ４回 ２回 

 

農業者等の全国団体等と

の情報・意見交換回数 
年３回以上 ７回 ７回 ３回 ５回 ６回 ７回 

 

銀行・信用金庫・信用組

合等の全国団体等との情

報・意見交換回数 

年２回以上 １回 ３回 ５回 ０回 ０回 ２回 

 

農業信用基金協会との情

報・意見交換回数 
年５回以上 34 回 35 回 27 回 15 回 31回 45 回 

 

相談窓口の開設回数 － － ４回 ６回 ７回 12回 13 回  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

(5) 利用者のニーズ

の反映等 

農業信用保証保

険制度の利用者の

意見募集を幅広く

定期的に行うとと

もに、融資機関や農

業者等の全国団体

等との情報及び意

見交換を通じて、本

制度に関する利用

者のニーズを把握

し、業務運営への適

切な反映と本制度

の円滑な運営を図

るために必要な運

用の見直しを行う

ほか、災害発生時等

に必要に応じて相

談窓口を開設し、農

業信用基金協会等

と連携して対応す

(5) 利用者のニーズ

の反映等 

農業信用保証保

険制度の利用者の

意見募集を幅広く

定期的に行うとと

もに、融資機関や農

業者等の全国団体

等との情報及び意

見交換を通じて、本

制度に関する利用

者のニーズを把握

し、業務運営への適

切な反映と本制度

の円滑な運営を図

るために必要な運

用の見直しを行う

ほか、災害発生時等

に必要に応じて相

談窓口を開設し、農

業信用基金協会等

と連携して対応す

(5) 利用者のニーズ

の反映等 

農業信用保証保

険制度の利用者の

意見募集を幅広く

定期的に行うとと

もに、融資機関や農

業者等の全国団体

等との情報及び意

見交換を通じて、本

制度に関する利用

者のニーズを把握

し、業務運営への適

切な反映と本制度

の円滑な運営を図

るために必要な運

用の見直しを行う

ほか、災害発生時等

に必要に応じて相

談窓口を開設し、農

業信用基金協会等

と連携して対応す

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

○ 利用者ニーズの反映

等状況 

・ 利用者へのアンケート

調査による意見募集回

数：年２回以上 

・ 農業者等の全国団体等

との情報・意見交換回

数：年３回以上 

・ 銀行・信用金庫・信用

組合等の全国団体等と

の情報・意見交換回数：

年２回以上 

・ 農業信用基金協会との

情報・意見交換回数：年

５回以上 

・ 相談窓口の開設回数 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

○ 基金協会に対して、 

・ 大口保険保証の事前協議

に標準処理期間を設定する

こと及び保険金支払い等の

処理に事務処理スケジュー

ルの目安を設けることにつ

いて意見聴取を１回、 

・ 大口保険保証事前協議の

様式の見直し案について意

見聴取を１回、計２回行っ

た。 

  

○ 制度に関する利用者の意識

やニーズを把握するため中央

畜産会主催の全国会議等にお

いて９回意見交換等を行っ

た。 

 

○ 基金協会のブロック会議や

全国常務者会議等において、

45 回意見交換を行った。 

＜自己評価＞ 

評定：Ｂ 

制度に関する調査・意見募集・

情報交換を通じて利用者のニー

ズを把握し、その意見を積極的に

採り入れるとともに、災害発生時

等には相談窓口を開設し、基金協

会等と連携して対応したことか

ら、Ｂとする。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評価 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期目標及び中期計画に基づ

く取組を適確に実施しているこ

とから、「Ｂ」評価が妥当であ

る。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題

及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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